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学校法人小池学園内部監査規則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、学校法人小池学園（以下「学園」という。）における内部監査（以下

「監査」という。）に関する事項を定め、監査の実施を円滑かつ効率的に推進することを

目的とする。 

 

（監査の担当部門） 

第２条 監査の担当部門は、理事長の直轄の組織として設置するものとし、法人本部内部

監査班（以下「監査班」という。）とする。 

２ 監査班には、内部監査班長（以下「監査班長」という。）及び監査担当者若干名を置く。 

３ 監査班長及び監査担当者は、理事長が職員の中から選任する。 

 

（他の監査機関との連携） 

第３条 監査班長及び監査担当者は、監査の実施に際し、監事又は監査法人と緊密に連携

し、監事又は監査法人による監査の補完を行い、学園の監査の効率的な実施に努めなけ

ればならない。 

 

（監査の種類及び内容） 

第４条 監査の種類及び内容は、次のとおりとする。 

（１）業務監査 

  業務の管理運営、適法性及び有効性並びに制度、組織、規則等の妥当性に関する監査 

（２）会計監査 

  予算執行手続、会計処理、財産管理及び事務の効率性、適法性に関する監査 

 

（監査の区分及び内容） 

第５条 監査の区分及び内容は、次のとおりとする。 

（１）定期監査 

   内部監査計画（以下「監査計画」という。）に基づいて定期的に実施する。 

（２）臨時監査 

   理事長の指示に基づいて随時実施する。 

 

（監査の実施） 

第６条 監査班長及び監査担当者は、書類調査、実地調査、報告及び説明の要求その他の

適切な方法により監査を実施しなければならない。 
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（職務権限） 

第７条 監査班長及び監査担当者は、監査の実施に際し、被監査部門の責任者に対し、監

査の実施のために必要な帳票及び資料の提出又は事実の報告及び説明を求めることがで

きる。 

２ 被監査部門の責任者は、前項の要求があった場合には、正当な理由がある場合を除い

て、これに応じなければならない。 

３ 監査班長及び監査担当者は、監査の実施のために必要と認める場合には、理事長の許

可を得て、理事会、その他の会議に出席し、又はその議事録を閲覧することができる。 

 

（遵守事項） 

第８条 監査班長及び監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）事実に基づいた監査を実施し、かつ、監査の意見の表明を行うに当たっては、常に

公平不偏の態度を保持すること。 

（２）職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏らさないこと。 

（３）被監査部門の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。 

 

（監査計画） 

第９条 監査班長は、毎会計年度開始後１か月以内に当該年度の監査計画を立案し、理事

長の承認を受けなければならない。 

 

（監査実施計画書） 

第１０条 監査班長は、定期監査を実施する場合には、内部監査実施計画書（以下「監査

実施計画書」という。）を作成し、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。 

 

（監査実施通知書） 

第１１条 監査班長は、監査を実施する場合には、その開始予定日の２週間前までに、被

監査部門の責任者に対して、内部監査実施通知書（以下「監査実施通知書」という。）に

より通知しなければならない。ただし、臨時監査を実施する場合には、その通知を省略

することができる。 

 

（監査報告書の作成等） 

第１２条 監査班長は、監査終了後２か月以内に内部監査報告書（以下「監査報告書」と

いう。）を作成し、理事長に提出しなければならない。 

２ 監査班長は、監査報告書の作成に当たっては、監査結果について被監査部門の責任者

の意見を聴取し、必要があると認めるときは、関係部門の責任者の意見をも聴取し、こ

れに付記しなければならない。 
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３ 監査班長は、監査結果に基づいて、理事長に対して、被監査部門（必要があると認め

るときは、関係部門を含む。以下同じ。）の業務の是正のための意見を述べることができ

る。 

 

（業務是正） 

第１３条 理事長は、監査の結果を被監査部門の責任者に通知し、必要があると認めると

きは、被監査部門に対して、業務の是正の指示を行わなければならない。 

２ 前項の指示を受けた被監査部門の責任者は、遅滞なく業務の是正を行い、その結果を

理事長に報告しなければならない。 

 

（改廃） 

第１４条 この規則の改廃は、理事会の議を経て、理事長が行う。 

     

附 則 

 この規則は、平成２７年９月１７日から施行する。 

この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

 


